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研究要旨 

京都大学医学部附属病院では分割調剤の処方箋発行を行う体制を整備し、関節リウマチ患

者を対象として医師による分割調剤の指示を開始した。最終的に、12例において分割調剤を

実施し、服薬管理や副作用発現のモニタリングに有用であることがわかった。さらに、分割

調剤を実施した全12名中アドヒアランスの調査が実施された6名（合計9ポイント）において、

分割調剤非実施時と実施時の2群でアドヒアランスscoreを比較した。症例数が少なく統計学

的に有意な差はなかったが、分割調剤実施時は薬剤師の介入によりアドヒアランスが高い傾

向が見られた。他方、分割調剤が継続しない、病院薬剤師等の負担増加など課題も浮き彫り

となった。分割調剤がアドヒアランス向上に有効である可能性が示唆された。 

 

 

A. 研究目的 

平成 27 年 10 月に厚生労働省から「患者の

ための薬局ビジョン」が出され、2025 年まで

に全薬局が「かかりつけ薬剤師・薬局」になる

ことが求められている。しかしながら、超高齢

社会における「かかりつけ薬剤師」に必要な専

門的な機能や役割、臨床上の効果などについて

は、必ずしも明確になっていない。 

  本研究の目的は、国が進める医療施策である 

 地域包括ケアシステムにおける「かかりつけ薬 

剤師」の専門的な機能や役割を検討し、専門性、

有用性、経済性などについて理論および実証分

析を行い、そうした専門性や有用性を持つ「か

かりつけ薬剤師」が適切に固有の機能を発揮す

ることで得られる患者の臨床上及びHRQOL  

のアウトカムに関する調査研究を実施するこ

とである。 

 本分担研究では「長期処方の分割調剤」の

有用性に関する調査研究ならびに分割調剤実

施の課題抽出を行なった。 

 

 

B. 研究方法 

1．分割調剤指示の実施支援 

昨年度までに、本院からの分割調剤指示の

入った処方箋を発行するために、処方医が簡

単に分割調剤指示を行えるオーダーシステム

を構築した。なお、平成 30年に厚生労働省よ

り「分割調剤に係る処方箋様式」が提示され

たが、投薬日数が多様な処方の場合への対

別添４ 
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応が困難で、対応には膨大な経費がかかるこ

と、また複雑な指示入力は医師の負担増につ

ながることから断念した。また、患者に分割

調剤を説明するための資料を作成した。さら

に、分割調剤時に収集する服薬状況等を薬局

から本院へ報告するためのトレーシングレポ

ートの雛形を作成した。これは関節リウマチ

患者が外来の待ち時間で記入している問診票

を基にしており、患者と薬剤師で、主治医が

必要とする情報を正しく聴取ができるように

している。このシステムを活用して、関節リ

ウマチ患者において分割調剤指示入力を開始

し、分割調剤への課題およびその効果を検討

した。 

 

2．分割調剤による服薬アドヒアランスへの

影響調査 

京大病院リウマチセンターでは関節リウマ

チ患者を対象としたKURAMAコホートを有

している。2 年に 1 度、既報のアンケート調

査法を用いてアドヒアランス調査を行なって

いる。今回、分割調剤を実施した症例のうち

アドヒアランス調査を行なえた 6例について、

分割調剤実施時と非実施時で後方視的比較調

査を実施した。 

 

（倫理面への配慮） 

 電子カルテ調査に関しては、京都大学大学

院医学研究科・医の倫理委員会の承認(電子カ

ルテシステムを活用した医薬品の体内動態と

薬効・副作用情報の体系的評価と薬物療法の

最適化に関する研究、承認番号：R0545)を受

けている。また、KURAMAコホート研究は

倫理委員会の承認を受け、患者の同意を得て

実施している（R0357）。 

 

 

 

C. 研究結果 

1．分割調剤の実践 

 2018年 10月より 2020年 3月までに、2-

3 ヶ月以上の長期処方となる 12 名の関節リ

ウマチ患者で分割調剤を実施した（表 1）。2

名は、薬局へ行く回数の増加が生活に支障を

きたす等の理由から 1回の処方で分割調剤が

中止となった。9名の患者では 2回以上、5名

は 4回以上の処方で分割調剤を継続している。

全ての症例において、病状、副作用、服薬状

況等の情報収集ができた。副作用の早期発見

に繋がった症例が 1例、疼痛コントロール不

良など症状の変化を発見し診療に貢献した症

例が 2例、アドヒアランス維持に貢献した症

例が 2例であった。一方で、病院薬剤師から

患者や保険薬局への分割調剤に対する説明に

かなりの時間を要するという課題が明らかと

なった。 

 今年度に開始した 2例について症例報告す

る。2 例とも保険薬局より残薬調整に関する

トレーシングレポートが複数回きており、ア

ドヒアランスが不良であると考えられるため、

分割調剤を医師に提案して実施された。 
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表 1 患者一覧 
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図 1. 分割調剤の症例 11 

 

  

8 0歳代

関節リウマチ（ RA ）

＜使用薬剤＞
Rp . 1  メ ト ト レキサート カプセル 6 m g /週
Rp . 2 葉酸錠5 m g 5 m g /週

＜背景＞
他院にて関節リウマチと診断され、 メ ト ト レキサー
ト カプセルを用いた加療を受けていた。 手指関節炎
が現れ京大病院リウマチセンターを受診し 、 加療す
ることとなった。

外来にて治療を継続していたが、 メ ト ト レキサート
カプセルの残薬調整に関する情報がト レーシングレ
ポート で保険薬局より報告された。 これら情報につ
いて病院薬剤師が担当医に報告し 、 協議した結果、
分割調剤を実施することになった。

患者 アド ヒアランスに関する薬学的管理を行った例

1 2週おき
に受診

京大病院
受診

分割調剤
2回目、 A薬局

2 8日分処方

分割調剤
1回目、 A薬局

ト レーシングレポート にて、 メ ト ト
レキサート カプセル残薬調整（ 1 2日
分→9日分） を行った報告が保険薬
局からあった。

2 8日分処方

主治医へ報告

主治医と 協議し 、 服薬状況確認と
アド ヒ アランス向上を目指し 、 分
割調剤を実施するこ と を決定し た。

2 8日分処方

分割調剤
3回目、 A薬局

1クール目 2クール目

患者 アド ヒアランスに関する薬学的管理を行った例

1 2週おき
に受診

京大病院
受診

分割調剤
2回目、 A薬局

2 8日分処方

分割調剤
1回目、 A薬局

2 8日分処方 2 8日分処方

分割調剤
3回目、 A薬局

1クール目 2クール目

1 2

前回服薬しなかった分の残薬を
調整した。 今回はすべて服薬で
きていることを確認した。
他院で「 ブロチゾラムからベル
ソムラへ変更あり 。

葉酸薬を1個無く したので、 メ
ト ト レキサート の内服を自己判
断で中断していた事を保健薬局
の薬剤師が聴取し、 京大病院に
報告があった。
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図 2. 分割調剤の症例 12 

 

  

70歳代

関節リウマチ（ RA）
stage2 , class2、 ACPA陽性

＜使用薬剤＞
Rp . 1  メ ト ト レキサート カプセル 8mg /週
Rp . 2 葉酸錠5 mg 5 mg /週
Rp . 3 ロキソプロフェ ンナト リ ウムテープ

＜背景＞
他院にて関節リウマチと診断され、 メ ト ト レキサー
ト カプセルを用いた加療を受けていた。 その後、 他
疾患の発症と関節リウマチの症状が安定していた事
からメ ト ト レキサート カプセルは休薬となっていた。
両母指関節痛が現れ京大病院リウマチセンターを受
診し 、 加療すること となった。

外来にて治療を継続していたが、 メ ト ト レキサート
カプセルの残薬調整に関する情報がト レーシングレ
ポート で保険薬局より度々報告された。 これら情報
について病院薬剤師が担当医に報告し 、 協議した結
果、 分割調剤を実施することになった。

患者 アド ヒアランスに関する薬学的管理を行った例

12週おきに
受診

京大病院
受診

分割調剤
2回目、 A薬局

28日分処方

分割調剤
1回目、 A薬局

ト レーシングレポート にて、 メ ト ト
レキサート カプセル、 葉酸錠の飲み
忘れがあり 、 残薬調整を行った報告
が複数回保険薬局からあった。

28日分処方

症例1 2 _分割調剤導入前

主治医へ報告

主治医と 協議し 、 服薬状況確認と
アド ヒ アランス向上を目指し 、 分
割調剤を実施するこ と を決定し た。

28日分処方

分割調剤
3回目、 A薬局

1クール目 2クール目

70歳代

関節リウマチ（ RA）
stage2 , class2、 ACPA陽性

＜使用薬剤＞
Rp . 1  メ ト ト レキサート カプセル 8mg /週
Rp . 2 葉酸錠5 mg 5 mg /週
Rp . 3 ロキソプロフェ ンナト リ ウムテープ

＜背景＞
他院にて関節リウマチと診断され、 メ ト ト レキサー
ト カプセルを用いた加療を受けていた。 その後、 他
疾患の発症と関節リウマチの症状が安定していた事
からメ ト ト レキサート カプセルは休薬となっていた。
両母指関節痛が現れ京大病院リウマチセンターを受
診し 、 加療すること となった。

外来にて治療を継続していたが、 メ ト ト レキサート
カプセルの残薬調整に関する情報がト レーシングレ
ポート で保険薬局より度々報告された。 これら情報
について病院薬剤師が担当医に報告し 、 協議した結
果、 分割調剤を実施することになった。

患者 アド ヒアランスに関する薬学的管理を行った例

12週おきに
受診

京大病院
受診

分割調剤
2回目、 A薬局

28日分処方

分割調剤
1回目、 A薬局

28日分処方 28日分処方

分割調剤
3回目、 A薬局

2クール目

2回目、 3回目の分割調剤時には自己中断や内服忘
れによる残薬はない事が確認でき、 アド ヒ アラン
スが向上している事を確認。 患者も分割調剤を継
続していく 事に前向きである事が報告された。

1クール目

主治医へ報告

アド ヒ アランスが向上傾向である事から、 主治医
より 2クール目も分割調剤の継続指示となった。

残薬は無いと明確に仰っていました。

副作用、 症状悪化については特に無いとの事。
他院を受診する日と分割調剤で薬を受け取る
日を同日とする事で、 問題なく 分割調剤が行
えています。
患者さんも、 分割調剤を継続するつもりの様
子です。

症例1 2 _分割調剤3回目



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3．分割調剤による服薬アドヒアランスへの影響 
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症例 11（80歳代男性、図 1） 

 京大病院での関節リウマチ治療を希望し、

12週おきに通院している。メトトレキサート

カプセルの残薬調整に関する情報がトレーシ

ングレポートで保険薬局より報告された。こ

れら情報について病院薬剤師が担当医に報告

し、協議した結果、分割調剤を実施すること

になった。 

 分割調剤開始後、1 回目の分割調剤時に保

険薬局で飲み忘れに関する情報が収集され、

病院へ報告された。この報告に基づき、保険

薬局へ残薬に関する詳細な情報取集を依頼し

た。2 回目分割調剤時には調整を行い、以降

はアドヒアランスが維持されていることが確

認された。現在もアドヒアランスを継続的に

確認する事を目的として、分割調剤を実施し

ている。 

 本症例では継続的に薬学的管理を行うこと

でアドヒアランス向上に繋がった。分割調剤

の有用性が確認された。 

 

症例 12（70歳代男性、図 2） 

 外来にて治療を継続していたが、メトトレ

キサートカプセルの残薬調整に関する情報が

トレーシングレポートで保険薬局より度々報

告された。これら情報について病院薬剤師が

担当医に報告し、協議した結果、分割調剤を

実施することになった。 

 分割調剤 1クール目では、保険薬局におい

て服薬状況を中心に、指導が実施された。調

子が良かった時に、内服を自己判断で中断し

ていた事を保険薬局の薬剤師が聴取し、トレ

ーシングレポートで京大病院に報告があった。

また、薬局では患者が分割調剤の再来局を忘

れないように電話連絡もしていた。2回目、3

回目の分割調剤時には自己中断や内服忘れに

よる残薬はない事が確認でき、アドヒアラン

スが向上している事を確認。患者も分割調剤

を継続していく事に前向きである事が報告さ

れた。病院薬剤師は主治医へ、アドヒアラン

スが向上傾向であることを報告し、2 クール

目も分割調剤の継続指示となった。 

 

2．分割調剤による服薬アドヒアランスへの

影響 

 京大病院リウマチセンターKURAMA コホ

ートにおけるアドヒアランス調査（10点満点）

を、分割調剤を実施した 12 症例のうち 6 例

（9 ポイント）でデータ収集した。分割調剤

を行なっていなかった時はスコア中央値が

7.5 点（6〜10 点）であったが、実施時は 10

点（9〜10 点）と、統計学的に有意な差は認

められないものの、上昇傾向が確認できた。

また、実施前と実施後で調査できた患者は 3

名で、7→10点、8→9点、9→10点といずれ

も上昇していた（図 3）。 

 

 

D. 考察 

 2016年度の診療報酬の改定に伴い、処方箋

の様式に残薬に関する指示項目が追加された。

京大病院では、１．「保険医療機関へ疑義照会

した上で調剤」と２．「保険医療機関へ情報提

供」の指定選択項目に、京大病院の処方医が

保険薬局薬剤師に対する指示（選択可能）の

位置づけで、３．「残薬調整し調剤後に FAX

で情報提供」を追加し、病診薬連携による残

薬調整を行なっている（深津ら、日病薬誌、

2018）。これにより残薬は調整されるものの、

服薬アドヒアランスを向上させるための処方

提案や服薬指導のさらなる充実が課題であっ

た。今年度新たに登録された 2例は、残薬調

整のトレーシングレポートを受けて病院薬剤

師から医師へ分割調剤を提案し、実施された。

これまで分割調剤を実施した 12 例において

も多くの症例でアドヒアランスの向上・維持

に貢献できた。また、客観的アンケート評価

においても上昇傾向が認められた。以上のこ



19 

 

とより、適切な症例を選択し分割調剤を導入

し、薬剤師が服用期間中に介入することで、

服薬アドヒアランスの向上に寄与できること

が示唆された。 

 リウマチ患者はメトトレキサートやステロ

イドなどの長期間の服薬が必要となる。自覚

症状のある病態であることから、患者の意識

の変化や自己判断で、服薬を調節しがちであ

る。これまでに、服薬アドヒアランスが低下

して、治療効果が減弱することを明らかにし

てきている（Nakagawa S, et al., PLoS One, 

2018）。今回の検討により、リウマチ患者に分

割調剤を導入することにより、服用期間中に

薬剤師が服薬指導を行うことで、アドヒアラ

ンス向上・維持に貢献した。分割調剤により

服薬指導を継続して実施することで、治療効

果を向上できる可能性が示された。 

 他方、アドヒアランスが向上すると分割調

剤を終了する症例も散見された。薬局への訪

問回数が増えることから患者からの要望があ

る可能性が推察される。しかし、薬学的介入

によるアドヒアランスの向上は、薬学的介入

を終了して 3ヶ月で元に戻ってしまうことも

報告されている（Murray MN, Ann Intern 

Med, 2007）。医療従事者は、一時的なアドヒ

アランス向上で満足せず、継続的に薬学的介

入を実施する重要性を患者に指導し続ける必

要がある。アドヒアランス不良が認められた

患者においては、分割調剤を継続的に実施す

ることで治療効果の向上につながる。 

 分割調剤の実施に当たっては、医師、保険

薬局薬剤師、患者へ分割調剤の内容が充分に

認知されていなかったため、病院薬剤師の関

与が必須であった。分割調剤を実施した方が

良い症例は病院薬剤師が主治医に提案する。

医師は多くの患者の外来診療で多忙であるこ

とから、病院薬剤師が代わって分割調剤の説

明を行う。また、訪れる保険薬局を聴取し、

あらかじめ分割調剤に対応するよう依頼をし

ている。さらに、保険薬局においても分割調

剤の経験が少なく、流れ等の説明を要する。

すなわち、分割調剤を効果的に実施するため

には、今回のような状況であれば病院薬剤師

の負担がかなり大きくなるため、薬局の薬剤

師をはじめとする関係者の理解が今後解決す

べき課題として抽出された。 

 

 

E. 結論 

 「分割調剤」は、アドヒアランス向上や継

続的な副作用モニタリングに有用であること

が示唆された。他方、分割調剤の継続および

病院薬剤師の負担が課題である。 
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